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清代における江西省東部広信府の人口について

前村佳幸*

A Study on The Population and Socio-economic Conditions in Guangxin Prefecture 
in the Western Part of Jian郡iin由eQing Period 

Yoshiyuki MAEMURA 

Summary 

τbere has been much concern about the rapid population growth during the period仕omthe 17th century to the 19出

century in China. Especially， the region's unusually high male to female ratio of registered births is a very important 

issue. This paper mainly considered the population data described in the local gaze仕eerof Guangxin prefecture edited 

in 1873. The prefecture supervised seven counties， including Yiyang， the governor of which had insisted on stopping 

infanticide， especially of female children， by his opinion issued in 1683. We focused on the historical factors such as the 

relations among notable demographic phenomena， attitude of the administration， and socioeconomic features出atled 

to the increasing population in this region. Although the data is not census-based and obtaining accurate population 

estimates is difficult， a study of the historical demography has proved that， similarly， people in白earea near the western 

part of ]iangxi in the Ming period were also inclined to give birth to and raise baby boys selectively. As above， obviously 

the trend of an unequal male-to-female ratio steadily continued even in the 19白century.

はじめに

筆者は前稿において 1、康照22年(1683)干IJU一定

陽県志』に掲載された、「禁止曹妻説J["禁止溺女

説」と題する、 t陽県の地域住民に向けた知県謂

喧の言説に着目し、その背景にある清初の戦乱に

よる地域の荒廃、これに対処した知県の多岐にわ

たる業績と関連づけながら理解を進めた。さらに、

明代から清代後半に至るt陽県の人口規模の長期

的動態の把握を試みた。

謹直の言説は、同治 12年(1873)刊『広信府

志Jにも掲載されているが、そこで、編纂者は「遁

者(ちかごろ)、七邑の育嬰、奉行これ謹み、溺
や

女の風すでに煙、み、而うして売休・盗葬等の弊、
すく

案臆を見るもまた砂なしJ(巻1の2地理・風俗)

と自賛する。謹喧以降の統治者もまた、「溺女」

や「売休(菅妻)Jといった行為に対して批判的

な価値観を抱いていた。逸話を採録したり 2、置
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き去りにされた幼児を収容して育てる施設(育嬰

堂)を運営したりして、民衆の心情に訴え続けて

いたのである。ただし、人口推移の観点からする

と、 t陽県は、明代の規模の回復から増大へと転

じたが、男女数の割合(性比)の不均等が一貫し

ていたように見える。従って、「溺女」のような

嬰児殺し CInfanticide)が果たして減少したのか、

為政者の言説のみを根拠に判断することは困難で

ある。他方において、広信府に限らず、各地の地

方志においては、「婦女」の数があまりにも少な

く記され¥その実態について疑問が残る。地方

志の戸口記録を社会の実態を掌握した人口統計と

して、そのまま受け入れることには障躍を覚える

のである。そこで、小稿では、 t陽県を含む七つ
の県を統括する広信府(宋代の信州)に範囲を広

げ、江西省東部に位置する特定の府のレベルにお
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いて、人口と社会経済関連の記事を整理すること

により、明清時代の人口の規模・構成・動態及び

関連する要素について、一定の所見を得ることを

目的としたい。

なお、社会経済史や歴史人口学の研究において

は、多様な史料を通じて検証することが必須であ

る。筆者が取り扱う地方志の記事は史料の一部に

過ぎない 40 これを補うため、小稿で、は、広信府

全体の動態を数量的に把握した上で、明代徽州の

賦役黄冊を分析した研究成果を参照し、地方志に

おける性比の妥当性を検討する。

1.口数の変化

広信府が統括していたのは、上鏡県、玉山県、

広豊県、鉛山県、ーに陽県、貴渓県、興安県の7県

であり、府の治所は上鏡県にあった。その内、広

豊県(薙正9年:1731に永豊県を改称)は北宋

の照寧年聞に永豊鎮に県治を設置して成立したも

ので、興安県は明の嘉靖年聞に上鏡県.~陽県か

ら分離したものである。興安県は農地面積と人口

が最も少ない。そこに県を新設したのは、窯業に

従事していたj折江省処州府からの移住者が騒擾を

起こした事件を契機とし、治安の重要性が朝廷に

認められたからである 5。清代初期を除けば、広

信府は太平天国軍の侵攻まで概ね平穏が保たれて

いた。

その平定後、広信府の地方志編纂者は、次のよ

うな現状認識を示す。

国朝二百年来、休養生息し、民の数は前に十

倍す。墾田は四万頃を違え、土に安んじ業を
ますます

楽しみ、物産は滋豊かなり。而して凡そ屯田・
，ベ おさ

遭運・駅塩、諸て大政萱まざるもの無く、然

るに具に史を挙ぐるに、食足り貨通ずると称

し、然る後に国実ち民富み而して教化成る、

とは此なり。斯の土を守る者、それ敢て忽諸

に食貨を志さん。(同治『広信府志』巻3食貨・

戸口)6 

この間治府志では、宋元時代は戸数(世帯数)

のみ示され、基準が合わないので、明清時代と

比較することが困難である。明初の洪武年聞に

506，908人を数えた口数は各県において減少傾向

にあり、嘉靖年間(1522~ 1566)には 326，880

20 

人であった。戦乱を被った清初はさらに減少し、

原額 189，698人(人丁 118，696、婦女 71，002)の

ところ、 80，821人が逃亡や死亡により把握でき

ず、 }I頃治6年 (1649)における「見在Jの口数は

108，877人(人丁69，339、婦女39，538)であった。

その後、離散した農民の収容や移住者の受け入れ

に努め、康照 11年 (1672)には「見在」口数が

156，780 (人丁95，716、婦女59，576、優免人丁 1，488)

に増えたので、康照 12年に原額は 156，372人(人

丁96，702、優免人丁977含む。婦女58，693) と

された 70 平和がもたらされたにもかかわらず、

康照50年(1711)に至っても 145，547人(人了

86，388、婦女53，114、優免人丁3，735、安挿流移

の男・婦2，310)で口数は停滞気味であった。し

かし、広信府においても薙正5年 (1727)から地

丁併徴(地了銀制)が実施され、増加した人口分

は「滋生人丁婦女」として丁銀(賦役)を課さな

いことになった。そして、同治 10年 (1871)に

は、人丁婦女 1，401，424人に増加している 8なお、

康照50年 (1711)から乾隆36年 (1771)に至る

「滋生人丁婦女」は 31，941人であり、人口増加率

約22%、直線的な年平均人口増加率は3.3%。で、あっ

た。 1711年から 1871年までの 160年問、 1771年

から 1871年までの 100年間それぞれの年平均人

口増加率は 10.1%。と 15.5%。で、あり、後者の方が高

い。この急激な口数の増加をどのように理解すべ

きであろうか。

まずは、出生と移住による結果と考えられるが、

別の要因も想定される。つまり、 1771年以前は、

「夫れ家は則ちただ男女の己に配偶せる者を徴及

し、而れども単丁・女戸は震に与からずJ(同治『広

信府志』巻3食貨・戸口)とあるように、賦役を

課すことのできる世帯を対象として単丁(独居者)

や女戸(女性が戸主)、そして未成年者が除外さ

れていたものが、同治年聞においては、府内に居

住する者全体を対象にしていたという可能性であ

る。以下、県志の戸口記事を抜粋する。

【上鰻県】同治『上韓県志』巻9附戸口

洪武24年(1391)128，860 戸 19，667

嘉靖元年 (1522)79，812 戸12，245

順治 3年(1646)43，837 戸不明

康照52年(1713)30，922 戸不明

薙正13年(1735) 戸口 旧志倶失載
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乾隆45年 (1780)181，629 戸 11，134

嘉慶 3年 (1798)187，712 戸56，698

道光 3年 (1823)198，278 戸56，961

同治 5年 (1866)364，308 戸74，079

【貴渓県】同治『貴渓県志』巻3食貨志・戸

口

原額 23，088丁(22，376丁、優免丁712丁)

逃亡19，789丁、存丁3，299丁。女口 15，177口、

逃亡12，805口、存2，372。生笠1
順治 14年(1657) 盟主主2題准:18，309丁
目、 10，933口(開除逃亡丁目外)、

康照11年(1672) 新収旧存丁目共担，913丁

口

康照 13年(1674) 盟主堅 甲寅冠変歴年逃

亡(丁目，323丁、傷亡口 7，308口)、存丁

10，285丁、存口5，997口

康照 16年(1677) 安挿流移(丁578丁目、

502口)

康照 18 年~20 年 (1679-1681) 盟主型三年

審復丁口(丁目，∞0丁目、 7，000口)

康照 25 年~50年 (1686-1711) 六届編審(共

審復丁 1，147丁口、 878口)。以上通共(丁

23，010丁口、 14，377口) 主主宣

康照55年(1716)編審(丁968丁目、784口)

道光3年(1823)民数冊載実在戸口(男大丁

1，03，650丁、男小丁62，555丁、婦大口 60，503

口、婦小口36，700口)以上男婦大小共盟主盟主

丁目畑戸48，388

同治8年(1869)編査保甲冊内登載(男大了

計 117，656丁、男小丁計80，876丁、女大口計

80，285口、女小口計59，037口) 以上通県男

婦大小共益Z型空名、実在土著畑戸共49，324
【広豊県】同治『広豊県志J巻3の1戸口志

原 額 25，629 (優免人丁526含む)

順治 11年(1654)16，718 (逃亡男婦8，911を

除く)

康照20年(1681)13，121 (逃亡男婦3，597を

除く)

康照50年(1711)11，003 (開新収抵補を除く)

乾隆45年 (1780)173，244 (滋世人丁99，765、

滋世婦女73，479)

乾隆60年(1795)220，231 (滋世人丁 122，321、

滋世婦女97，910)

道光 2年(1822)233，691 (滋世人丁1お，槌8、

滋世婦女100，003)

同治 9年(1870)266，034 (滋世人丁 146，969、

滋世婦女119，065)

【興安県】同治『興安県志』巻6食貨志・戸

口

原額 9，711 (人丁6，061丁、婦女

3，650) 

順治11年 (1654)7，754 (実在人丁5，321、実

在婦女2，433)

康照11年 (1672)(現在丁目9，118)

同治10年 (1871)121，117 (男大小67，646、女

大小53，471) 畑戸17，245

上鶴県では、明代の戸口が記され、薙正年間以

前の戸口は明代に及ばないことが分かる。乾隆年

間の後半になると、戸数も口数も明代を越えてい

る。他の県も同様である。嘉靖『広信府志』巻5

食貨志・戸口によると、嘉靖元年 (1522)、貴渓

県80，875口、広豊県42，423口、鉛山県36，361口、

玉山県35，300口であった。明代の記録が無い興

安県も同様の傾向であったと推測される。清代に

おいて、各県の人口は着実に増加していた(【表l】

参照)。

ただし、注意すべき点もある。貴渓県におい

て、康照50年 (1711)の成人男女37，387人は、

乾隆37年 (1772)の成丁滋生優免44，151人を経

て、道光3年(1823)になると 164，153人を数え、

1772年以降の人口増加率は約272%となる。出生

や移住の結果として、これほど急増したならば、

重大な問題となったはずであるが、そのような記

録は確認できない。むしろ、道光3年以降の集計

は、税役が課されない男小丁と女小口の内訳も記

載していることから明らかなように、依拠すると

ころの記録が異なることを反映しているのではな

いだろうか。

『貴渓県志』巻3食貨志・戸口では、保甲冊(同

治8年編査)によると明記されている。他方にお

いて、同治『玉山県志』巻3食貨・戸口と同治『鉛

山県志』巻8食貨・戸口では、乾隆 11年 (1746)

から婦女、同37年 (1772)から人丁の編審を停

止したというので 9、同治『広信府志』によれば、

それぞれ 182，011及び 161，812あった人丁婦女数

は掲載されていない(【表 1】参照)0~玉山県志』

-21-
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『鉛山県志』は丁冊に基づいているのである。さ

らに、同治『広信府志』における各県の「実見在

人丁婦女」とされる数字に組離が見られる。興安

県は一致するが、県志では男女大小を合算したも

のである。また、貴渓県の県志は未成年男女の内

訳も記すが、府志の記載はちょうど 10万人少な

い。数の一致する広豊県は成人男女だけのようで

ある。上韓県の場合、県志では同治5年 (1866)

364，308、府志では同治 10年の口数264，308と記

されており、後者が誤記しているように思われる。

さらに、男女の割合と未成年者を含むのか否か不

明である。

このように、各県志で記載の基準が異なってお

り、府志で同ーの基準により調整されていないの

であれば、実際の人口動態を府レベルの地方志か

ら直接把握することについては、とりわけ注意が

必要である。少なくとも、清初の順治年聞から同

治年間まで一貫して扱うべきではない。広信府の

人口増加率に関しては、 1771年から 1871年の期

間において最も妥当な数値(100年間の人口増加

率約 689%、年平均人口増加率 15.5%0)を示すこ

とができるだろう。

上記のような留意点はあるものの、清代中期に

おいて広信府全域が明代を大いに上回る人口規模

となったことは確実であり、それを可能にした経

済的な成長がどのような水準であったのか把握さ

れるべきである。この問題に関連して、清代の江

西省では、人口増加に伴い一人当たりの農地面積

の減少が顕著であり、これを「溺女」の経済的

背景として指摘する研究者もいる 10O ところで、

t陽県の知県である謂喧が「禁止漏女説」を出し

たのは、戦災と早魁・洪水により荒廃していた時

期であった。背景は異なるにせよ、貧困が嬰児殺

しの直接的な原因なのだろうか。

統治者として語培は、県内の人口が増加するこ

【表1】

県 名 上韓県 玉山県

口数 264，308 182，011 

①熟団地山塘(単位:頃) 10，332 6，747 

②一人当りの農地(単位:畝) 3.90 3.70 

③丁目二項徴銀(両)
26，591 23，526 

0.1 0.13 

とを望んでいた。「禁止溺女説」では、「溺女」の

結果「男多女少」となり、独身男性が多くなるこ

とを指摘している。子供そ生み育てる夫婦が少な

くなることは、人口の増加に歯止めを掛けるだろ

う。「溺女」は人口増加の原因ではなく、むしろ

抑制の作用をもたらす。また、人口増加の結果、

横行するようになったとは限らない。そして、「男

多女少」の状況においても「典妻」が多ければ、

社会全体の出生数が激減するとは限らないだろ

つ。

2.人口扶養力について

乾隆年間以降の急速な人口増加にもかかわら

ず、広信府において、食糧生産の基盤である農地

の総面積は大幅に拡大していない。清初における

「官民の田地山塘」の原額(定額)は 48，112頃(1646

年)であるが、開墾が奨励され、「戚熟」した田

地山塘が追加されながら、「開徐」される分もあり、

実在44，482頃 (1712年)から 45，716頃 (1871年)

と微増にとどまっている 11O なお、明代の原額は、

51，038頃 (1391年)とされている 120 同治「広

信府志』巻3食貨・田賦では、最新の「賦役全書」

の作成以降、新たに開墾された農地についても言

及しているが、局地的なものである。

【表1】においては、土地所有の多寡や生産性

の違いを考慮していなし、。また、農民に課せられ

た公的負担の一端を示しただけである。問題を内

包する人丁-婦女の総数で農地を等分にしている

が、戸主は男性なので、農民の実際の経営面積

は2倍以上あるだろう。同時期の徽州府休寧県で

は、 7.3 畝~8.5 畝あたりの保有が小農民と富農

の分岐点であったという 130この点を踏まえると、

小農民の家族5人で生計を営み農業経営を維持し

ていく環境に関する基礎的な情報として認識され

広豊県 鉛山県 ~陽県 貴渓県 興安県

266，034 161，812 168，288 237，854 121，117 

4，447 6，609 6，838 7，897 2，845 

1.67 4.08 4.06 3.32 2.35 

13，655 20，689 18，044 31，139 5，833 

0.05 0.13 0.1 0.13 0.05 

典拠:同治『広信府志』巻3食貨 ③下項は一人当たりの平均額で実際の貨幣単位に換算していない

22 
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る。このような条件下における人口増加の意味を

どのように捉えるべきであろうか。政府が把握し

ている課税対象の農地は不変だが、実際の農地は

拡大している可能性もある。しかしながら、限定

的な農地拡大という側面だけではなく、政府に設

定された原額の範囲の土地を活すだけの農業生産

力が展開しなかった明代や清初の状況が変化し、

土地が開発され、安定的な生産力を発揮するよう

になり、一定の人口扶養力を実現したという観点

からの検討こそ重要なのではないだろうか。

そして、これを支えた要素として挙げられるの

が、農法の技術的発展や濯概施設の整備、多様な

作物や複数の品種の導入、二毛作、施肥などによ

る、農業経営の安定と生産力・生産性の向上であ

る。さらに、商品経済の浸透による、副業、商品

作物の生産状況、山部の経済的価値と開発の程度

についても注目すべきである。そこで、同治『広

信府志』を中心に関連記事を抽出してみたい。

3.農業と物産について

広信府の各県は南北方向では山地に固まれてい

るが、 j折江省を源流とし都陽湖に注ぐ上鶴江が買

いている。ほとんどの県治はその沿岸にあり、南

北両岸には平野が展開している。河川交通により

広信府は決して孤絶した地域ではなく、福建(閏)

との関係は密接であった。

穀物類については、以下の通り記述されている。

穀の属は、首に杭稲を日う(Ir爾雅翼』に、

稲とは概種の総名にして、梗嬬に通じ、而う

して梗と言わば即ち杭なり、と)。信州は稲

に宜し。早・中・晩の三種有り。早は夏六月

に穫る。中は秋八月に穫る。晩は冬十月に穫

る。中・晩は歳にー収す。ただ早稲は春に

種え夏に収む。また再び下映し十月に穫れ、

之を両番と謂う。それ尤も早き者は王瓜早と

日う。地に怖種し、挿棋を倹たず、六十日

にして穫る(救荒に最も便なり)。両番は穀
やや

差小にして力薄しと雄ども、然れども糞瓶
やや

に勤力せば収る所、或いは較早稲に勝る。早・

中稲は色白く、晩稲は紅玉色多し。王山紅[玉

山紅]は尤も勝れり。また香稲有りて寧化占

と日う。粒は白くて長し。土人の梗米を呼び

て占と日うは、種の占城(今の広東理州、|の地)

に出づればなり。

翠米は乃ち由同君主の種なりて牒奮を作るベし。

稲の粘なるは奈と日い、酒を為るベし(七

自の出づる所は多からず。常に撫・建に仰

資す)。

麦の種は三有りて日く、大麦、小麦、蕎麦と。

士人の謂う所の大麦は乃ち北方の小麦なり。

郡の出づる所は韓州にしかず。小麦・蕎麦
やや

は差多し。蕎麦は農家冬に居るの穀なり。

穀の最も細くて円き者は粟と日う(古人の

裡を五穀の長為りと謂うは即ち此なり)。ま

た鞭嬬の両種有り。郡の農は之を間植す。然

るに北方の者にしかず。良きものは狗尾粟・

魚子粟と日い、種類ーならず。

近ごろ更にいわゆる琶粟という者有り。また

名づくるに珍珠菓あり。蒸食し織に充つべ

し。また餅餌を為るべし。土人は山上に之を

種え之を穫る。利を穫ること甚だ豊かなり。

寂とは豆の総名なり。黄豆・黒豆は早稲刈る

後は宜からず。両番する者は之を種う。英豆・

赤豆・緑豆・蚕豆・旺豆・虎爪豆は別ちみな

圃及び隙地に之を種う。脂麻(俗に芝麻に作

る)、油を取るべし。白き者を以て良と為す。

郡人、麻油を食す。故に種うる者は頗る多し。

(同治『広信府志』巻1の2、地理・物産)14 

広信府において最も盛んな農業といえば稲作で

あり、粘性のない梗(うるち)と粘性の強い嬬(も

ちごめ)の両種があり、さらに栽培期間の異なる

三種類があって、早生な品種では二期作(両番)

が可能であり、苗床を作らず直接播種する「王

瓜早」という品種は、 60日で収穫できたという。

これは早魁や大水などの害を受けるリスクが最も

低いということであり 15、農民の食糧確保にお

いて重要な条件を満たす。食味など品質の面で

は、一年で最も遅く成熟し紅玉色を呈す晩稲の価

値が高く、「王山紅[玉山紅JJは特に評価されて
いたという。うるち米(梗米)には「寧化占」と

いう品種があった。「占」は、占城米(チャンパ米)

の意とされている。「香稲」という呼称と長粒と

いう特徴から、これはインディカ種の米である。

チャンパ米は早生であり、早魁や冠水による被害

を回避しやすく、濯概と排水条件の悪い水田でも
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栽培できる利点があり、安定的な食糧確保を可能

にした品種である 160 なお、米の加工では、うる

ち米では蒸し餅やちまき(綜)をつくり、もち米

では酒をつくり使い分けている。

麦と蕎麦もある。広信府ではコムギを「大麦」

と称し、「小麦」はオオムギを指した 170 オオム

ギと蕎麦は冬期に収穫でき、コムギは同じ江西で

も哀州府に比べて品質は劣るというので、オオム

ギと蕎麦は農民にとって冬期の重要な食物の一つ

であったが、コムギは夏期の食糧として十分確保

できず商品としても価値の低い作物であったよう

である 180 粟にも粘性の有無があり、間作して

いるが、華北ほど盛んではないという。稲と麦の

二毛作よりも、早生種による米の二期作(両番)

が広く行われていたようである。豆類は品種が多

いが裏作には不適とされ、畑や畝の聞の隙間での

間作が奨励されている。

以上のように、清代における広信府の稲作では、

「最晩の殻は薄く多く米を得るべし。其の尤も晩

き者は大禾米、蓄に宜しJ(同治「玉山県志」巻

12土産志)とあるように、晩熟で収量性の高い

ジ、ャポニカ種に加えて、チャンパ米のような粗放

な栽培環境でも早めに収穫できる品種も栽培され

ていた。

農地の立地としては、「早稲は高田を宜しとし、

晩稲は下回を宜しとすJ(同治『玉山県志』巻 12

土産志)とされるように、条件が異なる。次の記

事は、乾隆「広信府志』からの引用と見られるが、

限・塘・堤・堰が6割近い課税対象の農地を潤し、

百万を超える増加分(盛世)の人口を扶養する上

で、重要な設備であったことを明記している。そ

の謹概能力が水田の生産性と安定性を高めていた

と考えられる。

広信府七邑の境内、複障重嶺、陵阜盤約二なり。

山麓の水酒、農人苦力し、平治し回を成す。

士粘なれば稲に宜く、粗なれば具にエ日韓なり

て有く非ず。平原頓野は川を引きて渠(:水

路)を成し、日に数百里数十里を潟潤する

者なり。泉源掲くべからずんば、員IJち高き

に由りて下り、層層として濯輸す。渓流引

くべくんば、員IJち遠きよりて近し。節節と

して堵築し、余はこれ池塘の水車を資くの

み。限塘堤堰は、地に随い名を異にす。総計

24 

二千六百三十有ーなり。在額輸賦二万五千

余頃の田、盛世一百六十万四千有奇の丁口

は全て之に僑り命を為す(府志)0(同治『上

韓県志』巻5食貨・水利附)19 

塘と阪(小規模のダム)は山地の高田を謹概し、

堤と堰は河川から用水を低地の下回に供給してい

た。こうした栽培条件に合わせ、広信府では多様

な品種の選択により生産を実現していた。

なお、酒の醸造に適したもち米を周辺の撫州府

や福建の建寧府から買い入れていたという事情か

らは、糧食の生産を重視していたことが窺える。

また、蕎麦や粟は稲作のできない畑(地)や山

畑(山)では重要な作物であった。さらに、トウ

モロコシ(芭粟)があり、山地には救荒植物も植

栽されていた。そして、救荒食物として最も重要

な存在となった作物がある。それは、サツマイモ

(番薯)である。

昔無くして今盛んなる者有り。番薯は西洋

より出で、間男人の此に来たりて山を耕す

者、其の沼海の得る所を携う。苗種の日に、

漸く繁多なり。色は黄にして味甘し。之を

食せば鰻えを療し、以て荒に備うべし。今

を歴ること三卜余年なり。(同治『広信府志』

巻1の2、地理・物産)20 

番薯(甘薯)は、沿海部の福建・広東出身の人々

によりもたらされた。まず、山地で植え付けられ

たようであるが、春の端境期から収量が多くなる

ということで、救荒作物としての地位を得た。伝

わった時期は 1840年頃で普及するまでにかなり

時間がかかったようである。甘薯の伝来・普及は、

1771年から 1871年における人口増加を支えた重

要な要素のーっとみて大過ないであろう。ただし、

現状では、進んだ農業技術の導入や施肥、そして

治水設備の拡張などの側面について具体的に把握

できていない。

さて、山地もまた経済的価値を有しているが、

この地域にどれだけの利益をもたらしていたのだ

ろうか。

山は散木多く、棟梁に任すこと鮮なし。竹の

利は七邑みな有り。ただ上鏡・鉛山、貴渓の

南境のみ尤も鏡かなり。大半は用うるに造紙

を以てす。桐子木子樹もみな油を為るべし。
やや さか

上韓・興安の出づる所は較他邑より旺んな
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り。闇人の山に種うる者もまた多し。資り生

計と為す。漆は本は泰に作る。種は聞に来

り自る。七巴にまま出品するも、哀州に視

ぶるに尤も劣る。烏柏樹は、上韓に最も広し。

他巨もみな之有り(俗に木子樹と呼ぶ)。子

を取り春搾し燭を造り各づけて玉燭と日う。

玉山の者は良し。(同治『広信府志』巻1の2、

地理・物産)21 

山の木は密生しておらず、材木の用途に適うも

のが少ない。竹は各県に産するが、上槙県・鉛山

県と貴渓県の南方に多く、竹紙の原料としている。

また、桐子木子樹からは油が採れる。上韓県と興

安県が他の県に比べ品質が良い。福建からの移住

者が山地に植栽し販売している。漆もまた福建か

ら伝来したものであり、福建省に出荷されている

が、江西省衰州府産には劣るという。烏相樹は上

鰻県で最も広く植えられており各県にある。実を

採取して突き砕き蝋燭の原料とし、玉燭と称する。

玉山県の産品が最も良い。なお、山には燃料にす

べき樹木が乏しく、石炭を利用している 220 長

い期間消費されてきたので、次第に減少している

という。鉛山県と興安県の品質が良く、上韓県の

応家口と鉛山県の河口鎮で売りに出されている。

貴渓県では木炭が多く生産され河口鎮で集荷され

ていた。

最も遠方まで販路を広げていた物産は、紙であ

る。竹紙が府内各地で生産されている。これは福

建と隣接しており、その影響を受けたものである。

「簾細JI毛辺JI花筆」などの呼称があるが、上

品ではなく、玉山県の「玉版紙」だけが多少名を

知られていた。コウゾの紙もあり、槽戸が人を雇っ

て紙料に加工し紙を造っていた。冷水に手を浸し

ての仕事が続き、工程も多く手を抜くことができ

ない。貧民が従事しているが、流通は徽州や福建

の商人に独占されている状態である。

郡中の出産多く而して遠き者は紙に知くも

の莫し(閣に近く竹多き故を以てす)。上鏡・

広豊.-¥;;陽・貴渓みな紙を産す。其の名は

則ち簾細・毛辺・花蓮・方高、倶に甚だ住

からず。向て惟だ玉山の玉版紙は名を撞に

す。通志載するに、東北郷に楕を出す所あ
やと

り。槽戸、人を情い料を治め施工し紙を成す。

費雑は弾述すべからず。隆冬炎夏と難ども、

手足水火を離れず。諺に云く、片紙も容易

に非ざる措手七十二、相い伝う。明の時は鉛・

豊と与に貢を同うす。今は則ち無し。前府

志に載するに、石塘の人は善く表紙を作り、

竹を掲き之を為る(白表紙はただ藤紙薬を用

い、黄表紙は則ち菱黄を入る)、と。今、之

を支とする者は日に築く、貧民の生計を量
おおむ

くべし。然るに率ね土着少し富商の貨を
わきぽさ おおむね

挟みて来る者、大率徽・閣の人なり。(同治『広

信府志』巻1の2、地理・物産)23 

織物については却、苧麻布が上韓県で多く織ら

れており、綿布は貴渓県で最も盛んである。他の

県でも行われている。麻は地元の広信府産が多い

が、木綿は九江府や湖北・湖南方面から入ってき

たものである。貴渓県は湖北・湖南に近く、その

ため他の県よりも木綿の紡績が盛んである。在地

の絹布は、真綿から糸をとるので繊細ではないが

丈夫である。ただし、市に売りに出されていない。

木綿を縦糸に苧麻を横糸にして織るが、紋様を出

すことは稀であるというので、これも商品として

生産されていたのではないのだろう。

こうした、広信府の民業について、同治『広信

府志』の編纂者は次のように評している。

論に日く異物を貴ばず、寄産を畜えず、や

や民の務を識る者、また稼摘を宝と為すを

知るなり、と。境内の粟米は盈に酌んで虚

に剤す。豊年なれば、なお購給するに足る。
にわ

拝かに早擦に遇わば則ち支えず。ーに陽・鉛山・

玉山みな米行有るも、而して郡城独り穀の来

り自るに否ざればなり。他境は市に曹がず、
たす

民の緩急を資く所無し。当官者尤も宜しく儲

備を為すに預るべきかな。-¥;;陽の苧、広豊

の油と蓮の実、出産すること頗る豊かなり。
ゆず

鉛山の紙、清潔なるも間中に遜る。然れども
おお よ

之を業とする者は衆く、小民藷り以て食す。

其の力むること十の三四なり。広豊の煙葉、

聞に盛行し、或いは之を禁ずると調う。歳に

粟千万を増やすベし。然るにまた其の地土の
つね

宜きとする所、易えて他種の収る所、恒に半

を以てすあたわず。玉山の蓮を種うるもまた

然り。土の産する所、原より以て民用に給す。

彼細け此競り、転移化裁はみな理勢に帰し、

自ら然らしめ強うあたわざるなり。利に因り
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て利あり、誠に王道の本か(連志原践)。按

ずるに、連志の物産を志すこと、盈虚利弊、

頗る透徹為り。今之に{乃る。其の問、今昔、

形を殊にする者は考正し、必ず按語を加えた

り。(同治『広信府志』巻1の2、地理・物産)お

ここから読み取れるのは、太平天国の戦災を勘

案しでも、乾隆48年 (1783)刊、連柱等纂修の

『広信府志~ (連志)から百年近く経過し、変化に

ついては述べるとしながら、農本主義的であり府

内各県の特産品について、それほど重要視してい

ないことである。しかも、為政者として、その品

質の向上や販路拡大をはかる意志を窺うことがで

きない。増加し続ける人口の圧力を感じることは

なかったのであろうか。

なお、小農民と地主との関係もまた人口が増え

るにつれて変化したことが想定される。一人一人

の農民が耕作できる農地の面積は逓減し、それを

貸し出す地主にとっては有利な状況となる。各種

の負担を農民に転嫁することができる。それでも、

地主経営を実現するためには、小農民の生活に一

定の配慮を示すことが重要な要素となるだろう。

商品作物より糧食の生産が重視されていたとはい

え、早魁や水害による影響は大きく、江西省にお

いて、穀物の備蓄が官僚・地主階級全体の課題で

あったことからも窺い知ることができる 260

郡境山多く、産穀は本地の民食を敷くに止

む。ーに陽は米郷と号称するも、大半は鏡の楽

平・万年より販運し、ーには特だ衆集する処

なるのみ。上韓・広豊・興安は乃ち並びに

米穀の市無し。青黄接さぬ時、雨沢偶桁せば、

大戸閉纏す。灘河逆上し、商販能わざる時、

貧民に至りては往往に食に乏しく皇急とし

て無策なり。官穀の接済を需むるは尤も切な

り。(同治「広信府志』巻2の2、建置・倉
儲)27 

地方官と地主による監督・運営は、不正や不作

為により必ずしも規定や制度の趣旨どおりにはい

かなかったようであるが、広信府においても、そ

の制度の必要性が常に意識されていたことは看過

できない。

4.明代の黄冊における性比

清代における広信府の地方志には、「成丁」と「婦

女」に分類された住民の集計が掲載されている。

ただし、同治 10年 (1871)の広信府及び僑郭県

である同治5年の上鏡県などでは、男女の比率は

分からない。男女別に記している貴渓県、広豊県、

興安県については以下の通り示すことができる。

貴渓県は、道光3年 (1823)から同治8年(1869)

に至る人口増加率28.3%であり、年平均人口増加

率5.38%0。男性 166，205女性97，203で性比0.58

(成人0.58、未成人0.59)であったのが、男性

198，532女性 139，322で性比0.70(成人0.68、未

成人0.73)へと推移している。

広豊県では、性比は乾隆 45年 (1780)0.74、

乾降 60年(1795)0.80、道光2年 (1822)0.75、

同治9年 (1870)0.81へと推移している。 1780

年から 1870年までの人口増加率と年平均人口増

加率は 53.6%、4.69%。で、ある。

興安県の推移は、原額(清初)0.60、順治 11

年 (1654)0.46、同治 10年 (1871)0.79であり、

1871年までの人口増加率は、康照・乾隆年間の

男女の口数が不明なので、 1654年を起点とする

と、 217年間で人口規模は 15.62倍となり、年平

均人口増加率8.1%。となる。

以上のように、 3県では男性が過多で、あり、未

成年でも、男小丁と女小口の内訳を示す同治『貴

渓県志』によれば、男性が多く女性が少ない。ただ、

人口の増加率は比較的緩やかであり、人口の増加

と並行して性比の不均等がやや緩和される傾向も

見て取れる。ーに陽県の人口は 1711年から 1871年

までに 7.86倍となり、年平均人口増加率9.68%。

と高く、 1871年における性比は 0.52(110， 765 : 

57，523)と差はかなり大きい280広豊県と興安県

は府内でも一人当たりの農地と丁銀が少なく、上

鶴県・玉山県・鉛山県は~陽県と同じ水準である

(【図 1]参照)。上鏡県では、乾隆45年 (1780)

から同治5年 (1866)までの 86年間の人口増加

率は約 101%、年平均人口増加率7.78%。で、あり、

道光3年 (1823)を起点とすると 13.7%。になる。

玉山県・鉛山県は記録が欠知しているが、年平均

人口増加率の高い県では、性比の差もまた拡大し
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たのではないだろうか。

しかしながら、地方志の戸口記録は、その地域

における総人口を示す統計ではない。そのため、

実態に迫るためには、異なる史料を参照すべきで

ある。

明清時代、地方官が国家的統治のために作成し

た文書として、賦役黄冊(黄冊)がある。これは、

県内を都・図に区分けして、その世帯数と口数及

び資産を記帳したものである。中国内外において、

その現物はほとんど残存せず、転写によって一部

分伝来しているに過ぎない。その中で、最も多く

の内容を伝えるのが「万暦徽州黄冊底籍」である。

【落合恵美子・周紹泉・侯楊方 2004]は、この

黄冊のデータを整理し歴史人口学的観点から分析

した研究である却。

黄冊は十年ごとに作成されへその聞の人口変

化を窺うことができる。「万暦徽州黄冊底籍」の

原簿は万暦30年(1602)と同40年に作成され、デー

タの範囲は、万暦30年が計 199戸中、男子実在

652、開除 141、婦女実在331、開除39、不明 1、

計1164人。万暦40年 (1612)が計 134戸中、男

子実在462、開除90、婦女実在225、開除12、計

789人である。「開除」とは、死亡や移転により、

当地に「実在」しない者のことである。この史料

の成立は、清代に先行する時代であり、広信府と

同ーの地域ではなく、そのエリアは県よりも狭く、

同地の県志『休寧県志Jl(弘治、嘉靖、万暦、康照、

嘉慶年間に編纂)と対照する作業は容易ではない

ように思われるが、行政実務に即した貴重な資料

として注目すべきである。そこで、【沼合恵美子・

周紹泉・侯楊方 2004】における所見の内、性比

と関連するものを整理・紹介しながら、検討して

みたい。

「万暦徽州黄冊底籍」では、男性は未成丁・成

丁と区別されており、未成年の男子の一定数が記

されている。他方において、女性は結婚によって

はじめて「実在」の「婦女大口」として記録に表

れるという 310 黄冊もまた当地に生きる人閣の

総数を把握するための記録ではない。「婦女」の

記録が結婚を契機とするものであったならば、未

婚であれば20代30代でも「婦女」として記録さ

れず、他方において 10代半ばも含んでいる可能

性があり、「婦女」の口数は成人女性の総数を意

味するとは限らない。この数をもって、未婚でも

年齢によって「成丁Jとされる男性と対比するこ

とについては慎重であるべきだろう。

それでは、未成年の段階では、男女の性比はお

よそ均等であると仮定してよいのだろうか。黄冊

においても、「成丁」と「婦女」の割合は不均等

であり、前者があまりにも多すぎる。そのため、

男女の記録上の扱いの差異を捨象し難い。この点

について、法規上の史料を確認できていないが、

黄冊のデータによると、女性の初婚年齢は 10代

後半からはじまり、 20代前半までに集中してい

るにもかかわらず(【落合恵美子・周紹泉・侯楊

方 2004】126頁)、男性は 20代で最も過剰であ

り(同上 121頁)、さらに、「実在」の「婦女」の

ほとんどが既婚者であって(向上 121頁)、 20代

以降の女性の多くが結婚したと考えられる。これ

により、「婦女」として記録されていない成人女

性は少なく、成人層における性比は男性に偏る傾

向にあったことが推測される。自然状態では男子

の死亡率がやや高いとされているので 32、成人

層において男性の割合が高いことに対応して、未

成年の女子(婦女小口)の割合は男子(未成丁)

に比べて低かったのではないだろうか。同治年聞

の貴渓県も同様の傾向を示している。すなわち、

性比の不均等は、黄冊などの記録の取り方だけに

起因するのではなく、【落合恵美子・周紹泉・侯

楊方 2004】が先行研究の所見を再確認している

通り、主として育児放棄も含む「溺女」という人

為的な選択の結果で、あったと考えるべきである。

なお、年代が上がるにつれて性比が均等に近づ

くのは(【落合恵美子・周紹泉・侯楊方 2004】

121 ~ 122頁)、あらゆる世代で男性の死亡率が

女性よりも高く、さらに女性の再婚によって男性

の未婚率が下がるという因果関係が考えられる。

それは、 50代からは女性の方が多くなること(向

上 122 頁)や 30~40 代の女性が婚姻年齢の 3 割

を占めていること(同上 126頁)から推測される。

仁井田陸「中国の農村家族Jl(1952年)におい

て指摘されているように、農民の間では離婚は困

難であったが、若い女性には夫の死亡により再婚

する機会があったと考えられる。寡婦のまま息子

が成人するまで家庭を守ることを賞賛する儒教的

な価値観があるが、社会の実態において、それが
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必ずしも尊ばれているとは限らない。江西省近隣

の湖南省・福建省においては、周辺から再婚が強

制される習俗の存在が指摘されているお。こう

して再婚すると、寡婦のままで一生を終える場合

に比べ、出生数は多くなるはずである。これは、

出生率・人口増加率に関わる要素であり、「典妻」

と関連づけることも可能であるように思われる。

以上、地方志とは異なる資料として黄冊に注目

し、その歴史人口学の分析による所見を検討して

きた。広信府の地方志土の記録においては、どの

県においても女性の割合が少ないが、それを「溺

女」や「典妻」の習俗と関連づけて理解すること

が果たして妥当かどうか、さらに、人口の記録の

あり方も考慮しながら検討する必要がある。明代

以降作成された黄冊は国家の人民把握の基盤たる

貴重な記録である。断片的な史料であるが、そこ

から得られる所見は、清代における広信府などの

地域の状況を理解する上でも十分に示唆的であ

る。

おわりに

清代中期以降、江西省東部の山間部に位置する

広信府七県の人口規模が拡大したという歴史的事

実について、どのように理解すればよいのだろう

か。その実態と動態、それを支えた諸条件はなお

検討を要する。また、 18世紀から 19世紀前半の

期聞において確認される加速度的な人口増加の状

況下、そのほとんど、が小経営の農民であった住民

が生存していくために、人々はどのように対応し

たのか、広信府にとどまらない、中国社会経済史

上の重要な論点が存在する。管見の限り、広信府

の地方志では、「溺女」のような悪習は根絶され

たとされ、人口の過剰や貧困の弊害は深刻視され

ていないかのようである。しかしながら、これら

の問題に対して地方志の記事のみに依拠すること

はできない。実証的な認識のためには、もとより、

多様な史料とつきあわせなければならないのであ

り、このことを前提に小稿は一定の整理を行った

に過ぎない。

地方志の記事のみに依拠するような史料的限界

を補うためには、広信府と同じく、山地に囲まれ

平地では稲作が行われるような、生態環境が類似
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する他の地域と対比することも重要である。安徽

省の徽州府もまた山地に固まれながら、河川が主

要交通路として活用された点において、江西省の

広信府と共通する。徽州商人の名で知られた徽州

府では、各種契約文書に加えて、賦役黄冊が一部

残存しており、より社会の実態に即した研究が行

われている。そこから抽出された、農民の家族構

成、資産規模、生計に関する基礎的認識は 34、小

農民によって構成される他の地域の社会と家族の

あり方を理解する上でも有益である。たとえば、

黄冊データの整理・分析は、「溺女」がむしろ裕

福な家で横行していたという、小}11快之氏が明確

に示した 35、同時代の人々の認識を裏付けるかも

しれない。今後も、社会経済史や歴史人口学の浩

j翰な研究成果に学びながら、「禁止嵩妻説JI禁止

溺女説」という言説そ共有していた広信府におけ

る人口増加を支えた土地の生産力水準、商品経済

の程度、性比に表れる出生と養育のありかたにつ

いて考察を進めていきたい。

注

1 前村佳幸「康照22年干IJ~ 1;:1湯県志』における風俗
論ー『驚妻』と可溺女~ ~J (ロ琉球大学教育学部紀要」

第86集、 2015年3月)。

2 I溺女」に反対する言説には、次のような民衆の心

情lこ訴えるものもある。

℃陽方家椴呉氏、其犬産数子。其僕携去溺諸河、帰

而烹之。犬蹴其後、親見其状号叫酸悲、以頭燭柱而死。

村婦日犬猶愛其五九、於人乎。溺女之風漸熔罵。(乾
降「広信府志』巻26雑記)

3 明代の各地においても、地方志の記載は同様である。

王泉偉 If明代男女比例的統計分析一根拠地方志数拠

的分析J(戸南方人口』第25巻第5期、総101期、2010年)

を参照。

4 広信府と℃陽県の地方正、の書誌については、注1前

掲論文に掲載している。 ¥:1場県以外の県志は以下の
通り。清代では同治年間までは府志と同じ時期に編

纂されている。ただし、同治年間以降については、

対照して変化を窺うことのできる府志と県志を見い

だしていない。

①上鏡県:康照23年干IJU新修上鏡県志』巻 12、乾隆
9年干IJ~上競県士、Ji 16首1巻、乾隆49年刊 fj-_鏡県
志~ 13巻、道光6年干IJ!i上篠原志~ 32巻首 1巻、同
治11年干IJr上鏡県志~ 26巻首 1巻(江蘇古籍出版

社刊『巾同地方志集成』江西府県志輯22)。
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②玉山県:康照『新修玉山県志.no巻、乾隆49年刊『玉
山県志j]13巻首1巻、道光3年刊『玉山県志j]32巻

首 1巻、同治 12年干IJ 11玉山県志j]10巻首 1巻附補

遺 1巻(江蘇古籍出版社刊『中国地方志集成』江西

府県志輯23)。

③広豊県(永豊県):嘉靖23年刊『永豊県志j]4巻、

康照 10年刊『広永豊県志j]24巻、康照41年刊『広

永豊県志j]24巻 (1702増刻)、乾隆20年刊『広豊県志』

16巻首1巻、乾隆49年刊『広豊県志j]13巻、道光

3年刊『広豊県志j]32巻首1巻、同治11年干IJ 11広豊

県志j]10巻首1巻(江蘇古籍出版社刊『中国地方志

集成』江西府県志輯26)。

④鉛山県:嘉靖4年干IJ Ii鉛山県志j]12巻、万暦46年

干IJIi鉛書j]8巻、康照22年干IJ11鉛山県志j]8巻、乾

隆8年『鉛山県志j]15巻、乾隆49年刊『鉛山県志」

13巻、嘉慶 19年干IJIi鉛山県志j]17巻、道光4年刊『鉛

山県志j]17巻首 1巻、同治 12年刊「鉛山県志j]30 

巻首 1巻(江蘇古籍出版社刊『中園地方志集成』江

西府県志輯25)、光緒末年抄本『鉛山郷土志』。

⑤貴渓県:康照11年干IJIi貴渓県志j]8巻、乾隆16年
刊『貴渓県志jj24巻首1巻。乾隆49年刊『貴渓県志』

14巻首 1巻、道光4年刊『貴渓県志j]32巻首1巻、

同治 10年『貴渓県志j]10巻首 l巻(江蘇古籍出版

社刊『中園地方志集成」江西府県志輯24)。

⑥興安県:康照22年刊『興安県志j]8巻、乾隆11年
刊『興安県志j]8巻、乾隆49年刊『興安県志j]12巻、

道光4年『興安県志j]32巻首 1巻、同治10年刊『興

安県志j]16巻首1巻(民国6年重印本あり。江蘇古

籍出版社刊『中園地方志集成J江西府県志輯26)。

5 興安県。本~陽横峯鎮。漸民衆而業陶。故名著書。初

設Y巌巡検司。明正徳閥、裁巡司設通判各鎮寧公著。
嘉靖三十九年、割上隣西北.~陽東北置興安県以盤

県而安、故名。属広信府(葉鐙「興安倉記」国初、

徒処州民居其地。世以陶為業。其俗猿惇、好闘易以

生乱。乃設督捕通判一員。歳嘉靖庚子銭。其民請粟

於官弗許。諸悪少遂相率持鋤挺、幾至大変。司士者

憂之、乃始有立県分治之議。己未、巡抜程公本立按信、

予以父老之意白之。程公慨然上問。乃下戸部議、予

又為歴練其便、乃復議以問。詔許之。錫名興安)0(同

治『広信府志』巻1の1地理・沿革)

6 国朝二百年来、休養生息、民数十倍於前、墾回途

四万頃、安土楽業、物産滋豊実。而凡屯田遭運駅塩、

諸大政無不賛。然呉挙史称食足貨遇、然後国実民富

而教化成者此也。守斯土者、其敢忽諸志食貨。

7 康照52年 (1713)刊『広信府志』巻5食貨志・戸

口を参照。

8 乾隆十一年奉文、婦女停止編審。三十七年、男丁

停止編審、設立戸単、散給各戸、毎年造冊詳報。蕊

自乾隆三十七年起至同治十年止、実見在人丁婦女共

ー百四十万一千四百二十四丁口。(同治「広信府志』
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巻3食貨・戸口)

9 又康照五十二年欽奉詔、以康照五十年起至乾隆

三十六年止各届編審新収、除抵補開除外、寒共盛世

滋生人丁六千四百五十七丁、婦女六百五十一口、倶

道詔永不加賦。其婦女於乾隆十一年、人丁於乾隆

三十七年先後奉文停止編審(糟改続志。案、揚州作

貢、田下下而賦下上、地広而人功修也。玉山民勤於

耕高下之回、水皐各獲其利、其遜鍋免者特積漣貧民耳。

丁糧搬入地糧有減賦徳之楽。無編戸審丁之擾、当各

思所以答深仁厚沢而輸将恐後実。何待追膏之麗其門

鳶)0(同治『玉山県志』巻10、田賦志・戸口)

10 肖傍「清代江西民間溺女与童養J(Ii無錫軽工大学

学報(社会科学版)Jl第2巻第3期、 2001年9月)、

240-241頁を参照。

11 同治「広信府志」巻3食貨・田賦を参照。
12 嘉靖『広信府志』巻5食志・回斌を参照。

13 伊藤正彦(研究代表者)n万暦休寧県27都5図黄
冊底簿Jの世界』、宋一明期の江南における小経営発

展と里甲制体制下の階層構成に関する研究、 2∞9-
2011年度科学研究費補助金基盤研究 (C)研究成果

報告書)76頁を参照。

14 穀之属、首日杭稲 (11爾雅翼』、稲者i既種之総名、
通梗橋、而言稜即杭也)。信州宜稲。有早・中・娩三

種。早穫於夏六月。中穫於秋八月。晩穫於冬十月。

中・晩歳ー収。惟早稲春種夏収。又再下秩十月穫、

謂之両番。其尤早者日王瓜早、{布種於地、不倹掃秩、

六十日而穫(於救荒最便)。両番難穀差小而力薄、然

勤力糞概所収、或較勝早稲。早・中稲色皆白、娩稲

多紅玉色[晩稲多紅色笠似玉]。王山紅[玉山紅]尤

勝。又有香稲田寧化占。粒白而長。士人呼梗米日占者、

種出占城(今広東理州地)。繁米乃嗣禁之種可作樵議。

稲之粘日楽[布ttJ、可為酒(七邑所出不多。常仰資於
撫・建)。

麦之種有三日、大麦、小麦、蕎麦。土人所調大麦乃

北方小麦也。郡所出不知鏡州。小麦・蕎麦差多。蕎

麦農家居冬穀也。穀之最細而円者日粟(古人謂稜為

五穀之長即此)。亦有梗嬬両種。郡農問植之。然不如

北方者、良日狗尾粟・魚子粟、種類不一。近更有所

謂直菓者。又名珍珠菓。蒸食可充餓。亦可為餅餌。

土人於山上種之穫之。穫利甚豊。寂者豆之総名。黄豆・

黒豆於早稲刈後不宜。両番者種之。爽豆・赤豆・緑豆・

蚕豆・直豆・虎爪豆則皆於圃及隙地種之。脂麻(俗

作芝麻)、可取油、以白者為良。郡人食麻泊。故種者

頗多。 [Jは同治『上鏡県志』巻10土産。
15 渡辺忠世・桜井由照雄(編)Ii中国江南の稲作文化

その学術的研究Jl(日本放送出版協会、 1984年)、

137頁参照。

16 注目前掲書、 169頁参照。

17 秋鮫後、種蕎麦為冬糧。花時望之如雪。メIJ晩禾種

大小麦。南方小麦即北方大麦耳。小麦為夏糧不足、
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以大麦済之。若有余則驚大麦坊市、用以際酒。(同治

『玉山県志二巻 12土産志)

18 注 17参照。

19 広信府七邑境内、複障重嶺、陵阜盤好、~]j鐙水泊。

農人苦力、平治成田、土粘宜稲、粗貝工巳様、非有平原、

磯野引川成渠、日潟潤数百里数十里者也。泉源不可

掲、員IJ由高而下、層層濯輪、渓流可引、則自遠而近。

節節堵築、余惟資池塘水車耳。阪塘堤堰、随地異名。

総計二千六百三十有一。在額輸賦二万五千余頃之因。

盛世一百六万四千有筒之丁口全侍之為命(府志)。

20 有昔無而今盛者。番薯、出西洋、闘卑人来此耕山者、

携其j乏j毎所得、苗種之目、漸繁多。色黄味甘。食之療機、

可以備荒。歴今三十余年失。

21 木之属、山多散木、鮮任棟梁、竹利七巴皆有。惟ヒ鏡・

鉛山・貫渓之南境尤鏡。大半用以造紙。桐子木子樹

皆可為油。上鏡・興安所出較旺他邑。闘人種山者亦多。

資為生計。 漆本作泰、種来自闘。七邑聞出品、視哀

州尤劣。烏柏樹、上鏡最広。他邑皆有之(俗呼木子樹)。

取子春搾造燭各日玉燭。玉山者良。

22 貨之属、郡中多童山、樵採甚難。炊饗尽資石炭。

惟 l~僕応家口・鉛山湖坊出産頗盛。然用之者多久亦

漸耗。木炭、貴渓梢多、率衆河口販売。石炭、鉛山・

興安為良。然石山関地脈者、如府城北之麦地、毛家

在号、二村民民倫重量山石。永宜禁止。(同治『広信府志』

巻1の2、地理・物産)

23 郡中出産多而i選者莫如紙(以近間多竹故)。上鏡・

広豊・ミ陽・貴渓皆産紙。其名則簾細・毛辺・花茎・

方高倶不甚佳。向惟玉山玉版紙檀名。通志載東北郷

出格之所、槽戸{青人治料施工成紙。費雑不可期述。

雛降冬炎夏、手足不離水火。諺云、片紙非容易措手、

七十三相伝。明時与鉛・豊同貢。今則無実。前府志載、

石情人善作表紙、揚竹為之(白表紙 ü~f打藤紙薬。黄

表紙員IJ入菱黄。今業之者日衆可資貧民生計。然率少

土着、富商挟貨而来者、大率徽閤之人。

24 布市之属、苧布、上鏡居多。棉布、貴渓為最。他

邑亦皆有之。麻多郡産市木棉出九江湖広。貴渓距湖

較近、故業紡績者倍他邑。土綱以繭綿抽糸為之。粗

而頗耐久。然無粥於市者。棉経苧緯雑而成。文日間

羅所出亦稀。(同治『広信府志』巻1の2、地理・物産)

25 論日不貴異物、不畜寄産、梢識民務者、亦知稼稿

30 

為宝突。境内粟米酌盈剤虚。豊年尚足賂給。狩遇早

療則不支。え|湯・鉛山・玉山皆有米行、市郡城独否

穀之来白。他境者不驚於市、民無所資緩急。当官者

尤宜預為儲備哉。 ¥:r場之苧、広豊之油与蓮実、出産

頗豊。鉛山之紙清潔遜闘中、然業之者衆、小民謡以

食、其力十之三四鳶。広豊煙葉盛行於闘、或謂禁之。

歳可増粟千万。然亦其地土所宜、易而他種所収恒不

能以半。玉山種蓮亦然。土之所産、原以給民用。彼

紬此扇、転移化裁皆帰理勢之自然不能強也。因利而手IJ、

誠王道之本興[鰍] (連志原践)。按、連志志物産盈

虚利弊頗為透徹。今イ乃之。其間今昔殊形者考正、必

加按語。

26 森正夫「一八一 ~O世紀の江西省農村における社

倉・義倉についてのー検討J(初出 1975年、『森正夫

明清史論集』第 1巻、汲古書院、2006年、所収)を参照。

27 郡境多山、産穀止敷本地民食。 t陽号称米郷、大
半由鏡之楽平・万年販運、ーに特衆集処耳。上鏡・広豊・

興安乃並無米穀之市。青黄不接時、雨沢偶筒、大戸

閉線、灘河逆上、商販不能時、至貧民往往乏食皇急

無策。需於官穀之接済者尤切。

28 淀 1 前掲論文 8~9 頁の数値を修正。

29 落合恵美子・周紹泉・侯楊方「中国明代黄聞の歴

史人口学的分析一万暦徽州黄冊底籍に見る世帯・婚

姻・継承 J (佐藤康行・清水浩昭・木佐木智朗『変

貌する東アジアの家族』早稲田大学出版部、2004年)。

30 ー黄冊、旧例十季一編審、辛季審丁、壬季大造、

笑季解司、甲季照新。今奉新{列、伍季一編審、十季

一大造。(康照「新修玉山県志』巻4賦役)

31 同治『広信府志』巻3食貨・戸口を参照。

32 速水融『歴史人口学の世界~ (岩波書庖、 1997年)、

96 -97頁。

33 夫馬進「中国明清時代における寡婦の地位と強制

再婚の風宵J(前川和也編「家族・世帯・家門~ (ミ

ネルヴ、ア書房、 1993年)を参照。

34 注 13前掲書参照。

35 小川快之「清代江西・福建における『溺女』習俗

と法についてー「厚嫁Ji童養娘」等との関係をめぐっ

て J (山本英史編著『中国近世の規範と秩序~ (東

洋文庫、 2014年)。


